
障害者週間とは…？
毎年12月3日から12月9日までの期間が障害者週間です。
障害者週間は、障害者基本法によって定められています。国民の間に広く基本原則に関心と理解を深め
るとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを目的としています。

市民の

つどい

「障害者週間」

さいたま市 市民のつどい

令和６年

12月7日（土）

10：00～
15：00

～みんなちがってみんないい～

しょうがいしゃしゅうかん

し   み ん

プラザノース、市民広場、きたまちしましま公園
ニューシャトル「加茂宮駅」徒歩約8分
JR「土呂駅」西口徒歩約15分
東武バス「北区役所前」約3分

主 催
・さいたま市
・さいたま市障害者週間記念事業実行委員会
・さいたま市障害者協議会

※手話通訳、要約筆記があります。

申込み（先着順）

Photo by 荒木経惟

稲川淳二 氏

開 演 14:00（開場 13:30）

会 場 プラザノース  ホール

当日10:00～２階ギャラリー内
  「本部」にて入場整理券配布！

いながわ じゅんじ
基調講演

※天候により、中止または変更となる催し物があります。

ノーマくん

ノーマライゼーション条例 
ＰＲキャラクター
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